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●● ２０２５年２月１２日（火）１２：００～／参議院議員会館Ｂ１０４会議室
●●● 介護保険制度の抜本改善を求める国会請願署名提出集会

林 泰則全日本民医連事務局次長
中央社保協介護障害者部会部員

－介護をめぐる情勢と制度･処遇の抜本改善に向けた課題ー

介護する人､受ける人がともに大切にされる
介護保険制度へ

● 昨年１２月３日、参議院議員会館にて、中央社保協、
全労連、民医連の三者による「訪問介護の基本報酬引き
下げ撤回を求める厚労省要請及び、介護保険制度の抜本
改善・介護従事者の処遇改善を求める国会議員要請行
動」が行われました。

● 集会には、会場とオンラインを合わせて１００ 名以上が
参加。全国各地から現場の実態や、この間取り組まれた訪
問介護事業所アンケート結果を厚労省の担当者へ伝え、訪
問介護の基本報酬撤回を重ねて要請しました。
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介護請願署名２０２４

１ 社会保障費を大幅に増やし、必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保
険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に対する国庫負担の割合を
大幅に引き上げること･･･【制度改善】

２ 訪問介護の基本報酬を撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを図る再改定を至
急行うこと。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減
などの対策を講じること･･･【介護報酬】

３ 利用料２割負担の対象者の拡大、ケアプランの有料化、要介護１、２の保険給付
はずし（総合事業への移行）など、介護保険の利用に重大な困難をもたらす新た
な制度見直しを検討しないこと･･･【改悪阻止】

４ 全額国庫負担により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き
上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き
上げを行うこと･･･【処遇改善】

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー
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介護保険をめぐる現状

改定率 ＋１.５９％

介護職員 全産業平均

全産業平均よりも､月額６.９万円低い給与
（２０２３年度）

（賃金構造基本統計調査）

３０.０万円

３６.９万円

全国消費者物価指数の推移

２０２３年１２月２０日
財務・厚労大臣折衝で合意

厚労省「２０２４年度＋２.５％

（７５００円相当）、２０２５年度
＋２.０％（６０００円相当）の
ベースアップを見込む」と説明

「ヒト桁ちがう！」

不十分な引き上げ幅にとどまる

（世論と運動でプラス改定を実現させたが･･････）

２０２４年度介護報酬改定について
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改定率 内訳等
2003年 ▲2.3％
2006年 ▲2.4％ 施設等の食費・居住費の自己負担化分（05年10月～）をふくむ
2009年 ＋3.0％
2012年 ＋1.2％ 処遇改善補助金（報酬2.0％相当）を組み入れ、実質▲0.8％
※2014年 ＋0.63％ 消費税への対応－区分支給限度額の引き上げなど

2015年 ▲2.27％ 基本報酬で▲4.48％（全サービスで引き下げ）
※2017年 ＋1.14％ 処遇改善（1万円相当）

2018年 ＋0.54％ 通所介護等で▲0.5％の適正化
※2019年 ＋2.13％ 処遇改善（1.67％）、消費税対応（0.39％）、補足給付（0.06％）

2021年 ＋0.70％ うち＋0.05％はコロナ対策（～2021年9月）。第8期通算＋0.67％
※ 2022年 ＋1.13％ 処遇改善（9,000円相当）

2024年 ＋1.59％ うち処遇改善＋0.98％、その他（基本報酬分など）＋0.61％
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報酬改定実施年度

老人福祉・介護事業者倒産件数（２０００年～２０２４年）
出典：東京商工リサーチ調査

★ ２０２４年は１７２件。年間最多だった２０２１年の１４３件
を上回って過去最多。前年比４０.１％増。

低く据え置かれ続けてきた介護報酬、倒産件数は過去最多
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■ 訪問介護
■ 通所･短期入所
■ 有料老人ホーム
■ その他

老人福祉・介護事業の倒産件数推移
（再掲：主要サービス事業内訳）

老人福祉・介護事業の倒産と休廃業･解散の合計 年次推移
（主要サービス事業内訳）

倒産件数、休廃業・解散件数（２０１３年・１５年～２０２４年）

※東京商工リサーチ調査

※東京商工リサーチ調査

★ 小規模事業所が多数

・負債額別＝負債１億円未満が約８割
・従業員数別＝１０人未満が８割超
・資本金別＝資本金１０００万円未満が

８割（個人企業他含む）

訪問介護

（47.1％）

（67.5％）



２０２１年度
２０２２年

度
増減 ２０２１年度

２０２２年
度

増減

施設 特養 1.2% -1.0% -2.2% 地域密着 定期巡回 8.1% 11.0% 2.9%
老健 1.5% -1.1% -2.6% 夜間対応 3.8% 9.9% 6.1%
介護医療院 5.2% 0.4% -4.8% 地域密着通所 3.1% 3.6% 0.5%

在宅 訪問介護 5.8% 7.8% 2.0% 認知症通所 4.3% 4.3% 0.0%
訪問入浴介護 3.6% 3.0% -0.6% 小多機 4.6% 3.5% -1.1%
訪問看護 7.2% 5.9% -1.3% 認知症ＧＨ 4.8% 3.5% -1.3%
訪問リハビリ -0.4% 9.1% 9.5% 地域密着特定施

設
2.8% 1.9% -0.9%

通所介護 0.7% 1.5% 0.8% 地域密着特養 1.1% -1.1% -2.2%
通所リハビリ -0.3% 1.8% 2.1% 看多機 4.4% 4.5% 0.1%
短期入所生活 3.2% 2.6% -0.6% 全サービス 2.8% 2.4% -0.4%
特定施設 3.9% 2.9% -1.0%
福祉用具貸与 3.4% 6.4% 3.0%
居宅介護支援 3.7% 4.9% 1.2%

訪問介護の基本報酬引き下げ－広がり続ける怒りの声

■ すべてのサービス類型について軒並み引き下げ

■ 引き下げの理由＝平均収支差率が高かったこと･･･７.８％（全サービス事業平均２.４％）

厚労省「令和５年度介護事業経営実態調査」
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事業形態・規模、地域性の違いを無視した乱暴な引き下げ

★ ３６.７％が赤字

★２０２２年度
＝４２．８％が赤字

（有効回答：１９０１事業所）

● 事業規模の違い

■ 訪問介護は４割が赤字
－福祉医療機構調査

■ 訪問介護の報酬は上がっていない
（介護保険施行２０００年がピーク）

対象事業所数 ３１０５
有効回答 １３１１
回答率 ４２.２% ★ 高齢者住宅に併設され、住宅内だけ訪問する

タイプの事業所が収差率を引き上げている

● 地域性の違い（都市部・地方）

● 事業形態の違い（併設型・地域型）

（改定年度） 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
2024

／2000
３０分以上１時間未満 402 402 402 402 402 388 394 396 387 -3.7%
１時間以上 584 584 584 584 584 564 575 579 567 -2.9%

厚労省「令和５年度介護事業経営実態調査」

･･･移動距離など
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報酬改定で厳しさ増す訪問介護事業所

朝日新聞 ２０２５・１・２９

毎日新聞 ２０２５・１・２９

社 説
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訪問介護事業所「ゼロ」自治体が増加（２０２４年６月→１２月）

北海道 １４（＋１）
長野 １０（＋１）
沖縄 １０（＋１）
高知８ （＋３）

しんぶん赤旗 ２０２５・１・７

２０２４年６月 ２０２４年１２月

事業所ゼロ ９７町村 １０７町村

事業所１カ所 ２７７市町村 ２７２市町村

総事業所数 ３万５０７８カ所 ３万４４９９カ所

しんぶん赤旗日曜版 ２０２４・６・２３

－訪問介護の危機は「介護崩壊」の始まりー
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見過ごせない！報酬改定の陰で制度改悪、「効率化」を推進

■ 施設多床室での室料徴収の対象拡大

● その他型・療養型老健施設、Ⅱ型介護医療院
● 月額８０００円の負担増（第４段階）
● ２０２５年８月から実施予定

■ 特定施設の人員配置基準の「柔軟化」

● 見守りセンサーの使用等を要件に人員配置を「３：１」から「３：０.９」へ

● ＜政府方針＞
･ ･･特養についても、「エビデンス」が確認された
場合は、期中でも人員基準の柔軟化を行う

❶ 人を機械に置き換えても人手不足は解消されない
❷ 不十分な実証事業ー「エビデンス」に値するか

■ 福祉用具に貸与・購入の「選択制」を導入

● 固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖が対象
● 財務省は全面購入制主張

･･･居宅介護支援費節減のため
● 福祉用具は貸与が原則（状態変化、進歩に即応）

● 「生産性の向上」を目的とする加算を創設

・ 生産性向上＝制度上追求すべき課題として位置づけ･･･ 「生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し」
・ 政府「生産性向上は今後の事業運営上の前提条件」 ★一般産業との違い＝「質の向上」を目標に

◆ ＩＣＴ機器の導入 ◆ＬＩＦＥ（科学的介護情報システム） ⇒介護のデータ化、データによる介護の「標準化」

● 業務負担軽減目的のＩＣＴ機器の活用や、介護
の質の向上に向けたデータの活用は必要だが･･･

（万人）

老健施設 介護医療院
（Ⅱ型）

その他 療養型

利用者 0.8 0.5 4.4

うち多床室 0.6 0.4 3.8

うち第４段階 0.2 0.2 1.8

＊2022年度実証事業･･･1法人12施設
＊2023年度実証事業･･･3法人5施設

（実証事業の期間は2カ月）
・ 要介護度の偏り
・ 「柔軟化」が可能だったのは6施設

「効率化」の推進 （生産性と科学性の追求）＝人手不足への対応

ヘルパーの有効求人倍率－１４倍超

介護職員需給見通し（第９期）－２０２６年度２５万人・４０年度５７万人不足
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定員割れ続く介護福祉士養成校
※ 養成施設数 2022年：314施設 ⇒ 2024年：279施設

（日本介護福祉士養成協会調べ）

定員充足率

58.8％

外国人留学生
3,054名
（46.7％）
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ケアマネジャー不足も深刻－都市部で廃業あいつぐ

ケアマネジャー試験の受験者数・合格者数推移
（２０１８年度～受験資格要件の見直し）

第３回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会（２０２４・６・２４）資料

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

シルバー新報 ２０２５・１・１０

介護保険創設以来､介護従事者数が前年比ではじめて減少
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※厚労省「介護サービス施設・事業所調査」

２１５.４万人（２０２２年度）
→ ２１２.６万人（２０２３年度）

［▲２.８万人］

東京新聞 ２０２５・１・１０

－２０２３年度
社 説
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＜賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金の推移＞

遅々として進まない介護職員の処遇改善
－全産業平均から月額約６．９万円の開き（２０２３年）－

介護職員 全産業 差

2008年 25.5 36.1 10.6 

2009年 25.0 35.1 10.1 

2010年 25.2 34.9 9.7 

2011年 25.5 35.2 9.7 

2012年 25.5 35.0 9.5 

2013年 25.4 35.0 9.6 

2014年 25.6 35.7 10.1 

2015年 26.2 36.2 10.0 

2016年 26.7 36.3 9.6 

2017年 27.4 36.6 9.2 

2018年 28.3 37.0 8.7 

2019年 28.8 37.3 8.5 

2020年 29.3 35.2 5.9 

2021年 28.5 35.5 7.0 

2022年 29.3 36.1 6.8 

2023年 30.0 36.9 6.9 
★２０２２ → ２０２３

差が拡大
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２０２４年度補正予算で介護職賃上げ－加算取得が条件

シルバー新報２０２４・１２・６

■支給対象

（１）介護職員等処遇改善加算の取得事業所（未算定事業所、ケアマネ等は対象外）

（２）以下の職場環境改善等に向けた取組を行い、そのための計画を策定し、都道府県に
提出する事業所

① 施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等
＝ 「生産性向上推進体制加算」の取得等に向けて、介護職員等の業務の洗い出し、棚

卸しとその業務効率化など、改善方策の立案を行う
② 訪問、通所サービス等

＝ 介護職員等の業務の洗い出し、棚卸しとその業務効率化など、改善方策立案を行う

■ 職場環境改善等の経費に充てるほか、介護職員等の人件費に充てることを可能

★ 「生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し」（厚労省 ２０２２年１２月）

常
勤
介
護
職
員
１
人
当
た
り
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右肩上がりの介護保険料－第９期平均額６,２２５円、最高額は大阪９,２４９円
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次期「改正」をめぐる動き
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（２０２２年秋に提案された「史上最悪の見直し案」）

【１】 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

● 高所得高齢者の保険料の引き上げ → 実施（年収４２０万円以上）

● 利用料２割負担の対象者を拡大

● 利用料３割負担の対象者を拡大

● 補足給付の見直し

【２】 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し

● 多床室室料負担の対象拡大 → 老健施設・介護医療院に拡大（月額８０００円）

● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

● 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

【３】 被保険者範囲 ・ 受給者範囲

● 被保険者範囲の見直し（被保険者の年齢引き下げ）

前回（２０２３年法「改正」）の検討テーマ

先送り

先送り

三大改悪 メニュー
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利用料２割負担の対象者の拡大

･･･「一定以上所得」 （２割負担）の判断基準 について、後期高齢者医療制度との関係、介護
サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、 高齢者の方々が必要なサービスを受けられ
るよう 、 高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて
結論を得ることが適当。

ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

･･･ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、
他のサービスとの均衡等も 踏まえながら、包括的に検討を行い、第１０期計画期間の開始まで
の間に結論を出すことが適当。

要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業に移行

･･･軽度者（要介護１・２の者）への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、介
護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関
する評価・分析等を行いつつ、 第１０期計画期間の開始までの間に、介護保険の運営主体であ

る市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが
適当。

「三大改悪」メニューの審議再開（２０２５年～）

★「第１０期計画期間の開始（２０２７年４月）までの間に結論を出す」
⇒ ２０２５年審議スタート･･･１２月までに介護保険部会のとりまとめ

⇒ ２０２６年度通常国会に「改正」法案提出 ※ 利用料引き上げは法「改正」は不要

■ 介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（２０２２年１２月）より
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Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連第１１０回介護保険部会（２０２３年１２月２２日）

利用料２割負担の対象拡大について
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● ＜訪問介護＞

＝倒産件数が増加しているという指摘があるが、施設事業に比べ新規参入も容易であり、事業者数は増加。
令和６年度介護報酬改定では、･･･高い処遇改善加算を措置。

● ＜利用者負担（２割）の見直し＞
＝負担能力に応じて、増加する介護費をより公平に支え合う観点から、「改革工程」に沿って、所得だけでなく
金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と併せて検討した上で、２割負担の
対象者の範囲拡大について早急に実現すべき。また、医療保険と同様に、利用者負担を原則２割とすること
や、現役世代並み所得（３割）等の判断基準を見直すことについても検討していくべき。

● ＜多床室の室料負担の見直し＞
＝残りの介護老人保健施設・介護医療院についても、多床室の室料相当額を基本サービス費等から除外する
見直しを更に行うべきである。

● ＜ケアマネジメントの利用者負担の導入＞
＝質の高い介護サービスを提供する上で、利用者の立場に立ってケアプランを作成するケアマネジャーは重
要な役割を果たしており、公正・中立なケアマネジメントを確保する観点から、質を評価する手法の確立や報
酬への反映と併せ、居宅介護支援に利用者負担を導入することで、質の高いケアマネジメントが選ばれる仕
組みとする必要。

● ＜軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行＞
＝介護の人材や財源に限りがある中で、要介護者の中でも専門的なサービスをより必要とする重度の方へ給

付を重点化していくとともに、生活援助等は地域の実情に応じて効率的に提供していく必要。このため、軽度
者（要介護１・２）に対する訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を目指し、段階的にでも、生
活援助型サービスをはじめ、地域の実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能
にすべきである。

● ＜保険外サービスの活用＞
＝自治体のローカルルールの実態把握を行った上で、国民の利便性向上に資するよう、介護保険外サービス
の柔軟な運用を認めるべき

さらなる改悪を提言－財務省・財政審「建議」（２０２４年１１月２９日）
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石破政権が進める社会保障改革
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「歳出改革」のターゲットは社会保障費（高齢期の社会保障費）

◆ 防衛費が財政全体を歪めるとともに、
新たな社会保障費削減の圧力に！

＝ 「ミサイルか、ケアか」がいっそう大きな焦点に

＞

★ 巨額の防衛費を「聖域化」した上で、「次元の異なる少子化対策」を推進、
それらの財源を徹底した「歳出改革」で調達する

敵基地攻撃能力の保有、軍事大国をめざすために･･･ 的を外した･･･

所得税
たばこ税･･･
（２０２６年度～）

増税＜不可＞
↓

［支援金制度］

社会保険料に
上乗せ徴収
（実質は租税）
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基
地
攻
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＞＞
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「歳出改革」基本方針－「改革工程」（全世代型社会保障構築をめざす改革の道筋）

＜２０２３・１２・２２ 全世代型社会保障構築本部＞
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「改革工程」が掲げる介護保険・社会保障制度改革

（生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上）
○ 医療ＤＸによる効率化・質の向上
○ 生成 ＡＩ等を用いた医療データの利活用の促進
○ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化
○ 医療提供体制改革の推進（地域医療構想、かかりつけ医機能が発揮される制度整備）
○ 介護の生産性・質の向上
○ イノベーションの推進、安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直し
○ 国保の普通調整交付金の医療費勘案等
○ 国保の都道府県保険料率水準統一の更なる推進
○ 介護保険制度改革（ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付
の在り方）
○ サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供の適正化
○ 福祉用具貸与のサービスの向上
○ 生活保護の医療扶助の適正化等
○ 障害福祉サービスの地域差の是正

（能力に応じた全世代の支え合い）
○ 介護保険制度改革（利用者負担（２割負担）の範囲、多床室の室料負担）
○ 医療・介護保険における金融所得の勘案や金融資産等の取扱い
○ 医療・介護の３割負担（「現役並み所得」）の適切な判断基準設定等
○ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現

（高齢者の活躍促進や健康寿命の延伸等）
○ 高齢者の活躍促進
○ 疾病予防等の取組の推進や健康づくり等
○ 経済情勢に対応した患者負担等の見直し（高額療養費自己負担限度額の見直し／入院時の食費の基準の見
直し）

－「２０２８年度までに検討する取組」

★２０２５年度通常国会＝２０２５年度予算編成

★２０２５年度通常国会＝医療法「改正」
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地域から､職場から
介護保険の改善・処遇改善を

求める声を広げましょう
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衆院選後の新しい政治状況－「少数与党国会」

「少数与党」の可能性 熟議を通じ立法府の復権を 朝日新聞２０２４年１１月２８日・社説

● 政府がひとたび国会に予算案や法案を提出したら、基本的に野党の主張を顧みることなく、一定の審議時間を消化した後、与党の賛成多
数で可決・成立させる――。● 国会が政府の下請け機関のようになってきた背景には、自民が長年の慣行とする事前審査制度がある。政府

の決定に先立って党の了承を得る手続きで、これが済めば、所属議員には賛成する党議拘束がかかる。提出段階で事実上成立が決まるの
で、勢い国会での議論は形だけになり、野党には審議引き延ばしなどしか抵抗手段がなくなる。

● 与野党の新しい力関係を反映し、国会の風景は一変するに違いない。衆院の常任委員長のほぼ半数を野党が占めた。論戦の主舞台を仕
切る予算委員長を野党第１党の立憲民主党が担うことで、政府側は従前のようなはぐらかし答弁が難しくなろう。● 政府は国会に説明責任を

尽くす。議員は様々な価値観や異なる意見を受け止め、手間を惜しまず、幅広い合意形成をめざす。今こそ、民主主義の原点に思いを致すべ
きだ。与党だけでは予算案も法案も成立させられない以上、与野党が話し合って、合意点を見いだすしかない。この新しい政治状況を、混迷や
停滞でなく、国民のための政策の実現につなげられるか。与野党双方が自覚と責任をもって、立法府の復権に努めるべきだ。

【政策決定プロセスの変化】

＜党議拘束＞
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委員長ポストの配分（衆議院） 衆議院・厚生労働委員会名簿（４５名）

●委員長（自民）

●理事
与党 ３名
野党 ５名

●委員
与党 １７名
野党 １９名
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野党２会派（３会派）提出法案

１月２９日 立憲民主党、国民民主党 １月３０日 立憲民主党、国民民主党、日本維新の会
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制度改善を求める声を自治体から－請願陳情採択広がる

新潟県議会（１０月１５日）
★３４都道府県２２１自治体で請願陳情採択、

意見書は２１３本－１月３０日現在－

■１１県議会で意見書
･･･岩手､福島､埼玉､長野､新潟､愛知､三重､奈良､島根､

香川､沖縄
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自治体の独自施策広がる

① 居住施設・通所介護等サービス事業所
･･･定員１人当たり ２万７０００円

② 訪問介護等サービス事業所･･･１事業所あたり８８万円
③ 居宅サービス事業所･･･１事業所あたり２８万円

世田谷区－緊急安定経営事業者支援給付金 新潟県村上市－基本報酬引き下げ分（差額）を支給

● 訪問介護報酬引き下げによる減収分を２０２４年４月
にさかのぼって独自に補助

・ 本体部分の引き上げ率０.６１％を上乗せした額と、引
き下げ後の実績の報酬額との差額を事業所に支給

・ 市内１７事業所が対象
・ 次期改定までの３年間の措置（総額４２００万円）
・ 介護保険給付等準備基金の取り崩しで対応
・ ガソリン代も支援（車両１台月３０００円支給）

● 議会で、国に引き下げ撤回を求める意見書を全会一
致で可決

高橋邦芳市長

「国はぜひ地方の現状に目を向け、介護報
酬の改定は３年後と固定せず、早期に引き
下げを見直していただきたい。」

しんぶん赤旗
２０２５・１・７
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「給付」は （「負担」に応じてではなく）、 「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、「（負担可能な）能力」に応じて

社会保障は国の責任で－ミサイルではなくケアを！

必要充足原則

応能負担原則

介護する人・受ける人がともに大切にされる制度へ
（ ⇒ ともにケアし合う社会へ）

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本質

★ ケアを顧みようとしない新自由主義政治が続く中、日本は公的ケアが大きく不足する社会に！
新自由主義政治の転換、防衛費の削減、社会保障拡充で、誰もが安心して暮らせる社会に！

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

「人権としてのケア」の実現

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増
進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞
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13.4%

利用料の負担

施設での居住費・食費の負担

認定結果が合っていない

総合事業への移行

総合事業以外のサービスの内容

支給限度額による利用上限

自治体のローカルルール

施設・在宅で療養･生活の場が見つからない

介護保険料未納による給付制限

困った時などに相談できる人がいない

その他

制度の仕組みがつくりだしている利用困難（２０１９年・民医連調査）

【問】 「どのような制度上の問題でサービス利用の困難が生じていますか」（複数回答）

※ 全日本民医連「２０１９年介護事例調査」（５７８事例）より
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【１】 国庫負担割合の引き上げは不可欠

● このままでは、財政破綻は避けられない ＜介護給付費の増大⇒ 保険料高騰 ⇒ 支払い困難（年金天引き・
生活困難）⇒ 保険料の引き上げ困難＞･･･残るのは徹底的なサービスの削減＝「制度残って介護なし」

● ❶高齢化の進展に伴う介護需要の拡大への対応、❷制度の改善によるサービスの充実、❸払える水準の介
護保険料設定－のためには、国庫負担割合の大幅な引き上げ（高齢者保険料割合の圧縮）が不可欠

制度改革－２つの焦点

【２】 処遇改善 ＝利用料に連動する介護報酬ではなく、全額公費（国）負担で

都道府県
負担金

市町村負担金

（調整交付金）

国庫負担分
（計２５％）

公費保険料

（制度開始時は１７％）

第２号保険料

５％

２０％

１２.５％

１２.５％

２３％

２７％ ●自民党
＝国費１０％引き上げを主張（２０１２年）

● 公明党
＝公費割合を５割から６割へ

（２０１０年 参院選重点政策）
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想定される当面のスケジュール

＜２０２４年＞
・ 12月 「２０２５年度政府予算案」の閣議決定

介護保険部会での審議再開
－「主な検討事項について」「２０４０ 年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」設置

＜２０２５年＞
・ 1月～3月 通常国会で２０２５年度政府予算の審議・年度内成立めざす

・ 4 月 処遇改善＋２.０％分の上積み実施

・ 7月 参議院選挙

・ 8月 施設（一部の老健、介護医療院）多床室での新たな室料徴収開始

・ 9月頃？ 介護保険部会で「給付と負担」に関する審議スタート／参院選後

・ 12月 介護保険部会「報告書」とりまとめ（＝見直しの基本方針確定）
「２０２6年度政府予算案」の閣議決定

＜２０２６年＞
・1月～ 通常国会開会－介護保険法「改正」案の上程？
・4月 介護報酬期中改定？ （処遇改善･･･2024年度：2.5％、2025年度：2.0％、2026年度： ?）

★ 都道府県・市町村議会
･･･２月(または３月)、６月、９月、１１月(または１２月)に開会


